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基本理念（第３条） 

第３章 環境行政の取り組み 
 

第１節 鯖江市環境基本計画 

１ 鯖江市環境基本条例 

社会全体の発展に伴い、生活の利便性が高まる一方で、限りある資源やエネルギーが

大量消費されることで、地球全体の環境に大きな影響を及ぼしています。そこで、本市

では地域の特性を生かした環境への負荷の少ない持続可能な発展を目指すため、平成９

年に「鯖江市環境基本条例」を制定しました。この条例では、環境保全に関する基本理

念、市・事業者・市民それぞれの責務、環境保全施策の基本方針、環境保全を推進する

ための施策を定め、本市の環境行政の基本となっています。 

 

１ 環境からの恵沢の享受と継承 

２ すべての者の行動による、持続的発展が可能な社会の構築 

３ 地球環境保全の積極的推進 

 

 

２ 鯖江市環境基本計画 

鯖江市環境基本条例に基づき、地球的規模の環境問題を視野に入れながら、本市にお

ける基本的な環境保全施策の策定とその総合的な推進を図るため、平成１２年３月に

「鯖江市環境基本計画」を策定しました。そして平成２２年３月、平成２７年３月、令

和４年３月には計画の進捗状況を踏まえ、より一層効果的な施策の推進を図るため、環

境基本計画（改定版）を策定しました。改定版では、鯖江市の目指すべき環境の姿を

「人と生きものが仲よくくらせるまち」と表現し、その実現に向けた各主体の具体的な

役割や取り組みを規定しています。 

 

１ 自然と共生する地域環境の創造 

２ 循環型の地域社会システムの構築 

３ 環境市民(環境に配慮して行動する市民)の育成 

４ 各主体間等の連携・協働による取り組み 

 

（１） 施策の基本方針 

市の環境保全に対する取り組み方（基本方針）を以下の枠組みで設定していま

す。 

○環境市民(環境に配慮して行動する市民)の育成を目指した取り組み 

「市民協働」・「環境学習」 

○計画で対象とする環境の範囲 

「自然環境」・「生活環境」・「資源循環」・「地球環境」 

 

これらの６つの視点から基本方針を設定するとともに、それらについての具 

体的な取り組みやめざすべき環境水準を設定しています。 

基本理念 
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＜市民協働＞  

基本方針 

市民・市民団体・事業者・市(行政)が連携・協働し、環境について

考え、行動することで、環境負荷の少ないまちづくりに取り組みま

す。 

具体的な施策 

○日常生活での環境配慮行動の徹底 

○地域環境の美化推進 

○団体的な取り組みの推進 

○事業者の自主的な取り組みの推進 

○市民参加型環境保全活動の推進 

○高校・大学・高専との連携 

○制度、体制の充実 

 

＜環境学習＞  

基本方針 

次世代環境市民の育成のために、鯖江市環境教育センター（エコ

ネットさばえ）を拠点として、市民の環境保全意識の高揚や実践行動

の推進、多種多様な環境講座を積極的に実施します。 

具体的な施策 

○市民における環境学習の推進 

○こどもエコクラブを通じた取り組み 

○学校等における環境学習の充実 

○地域における環境学習の充実 

○事業所等における環境学習の充実 

○体験型の環境学習の推進 

○環境学習における支援制度の充実 

○環境保全に関する普及啓発の推進 

○鯖江市環境教育支援センター(エコネットさばえ)の機能充実 

 

＜自然環境＞  

基本方針 

生物多様性に配慮し、豊かな自然と生態系を守るため、自然を育む

礎となる大気・水・土壌の健全なネットワークを維持するとともに、

生き物とのふれあいを通して、自然との共生をめざし、豊かな自然環

境を次の世代に引き続きます。 

具体的な施策 

○森林資源の有効活用と環境保全に配慮した持続可能な森づくり 

○里地里山の保全 

○自然とのふれあいの推進 

○野生鳥獣の保護管理の推進 

○動植物の保護と生息環境の保全 

○法規制等による自然環境の保全 

○市街地等における緑地の確保と景観の保全 

○歴史・文化遺産の保全と活用 
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＜生活環境＞  

基本方針 

大気汚染、水質汚濁、道路交通騒音・振動等の環境監視調査や事業

所への立入調査を実施することにより、公害の発生を防止するととも

に、市民生活や事業活動における環境負荷を低減し、安全で健康的な

生活環境を確保します。 

具体的な施策 

○環境保全の推進体制強化 

○水環境保全対策の推進 

○大気環境保全対策の推進 

○騒音・振動防止対策の推進 

○化学物質等に対するリスクの低減 

○良好な居住環境の確保 

○環境負荷の低減に向けた都市づくりの推進 

 

＜資源循環＞  

基本方針 

循環型社会を構築するため、ごみの減量化・資源化などの３Ｒ(リ

デュース・リユース・リサイクル)を徹底し、資源環循環が効率的に行

われるための環境づくりを進めます。 

環境に配慮する企業を支援し、環境保全と産業振興の両方を目指し

ます。 

具体的な施策 

○ごみの減量化 

○ごみの排出抑制（リデュース） 

○ごみの再利用（リユース） 

○ごみの再生利用（リサイクル） 

○環境と産業施策との連携 

○ごみの適正処理推進 

 

＜地球環境＞  

基本方針 

市民・市民団体・事業者・行政が温室効果ガス削減に向けたまちづ

くりなどについて、ともに考え、ともに行動することにより、地球温

暖化防止を中心とした地球環境の保全に寄与します。 

具体的な施策 

○地球温暖化防止に向けた取り組みの推進 

〇自動車の利用を控える取り組みの推進 

○省エネルギー活動の推進 

○再生可能エネルギーの利用推進 

○その他の地球環境問題への対応 

 

 

（２） 計画の期間 

改定版では、令和７年度を目標に施策の方向付けを行っています。 

また、環境基本計画は当初令和７年度を目標年度としており、令和７年度以降

は新計画のもと施策を推進していく予定です。 

なお、環境や社会情勢の変化が生じた場合には、必要に応じて計画の見直しを

行っていきます。 
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（３） 計画の推進体制 

環境基本計画を推進するため、「環境まちづくり委員会」や行政内部に「鯖江

市環境基本計画推進会議」を設置し、計画の進捗状況や達成状況を継続的に把握

し、評価しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

（４） めざすべき環境水準の進捗状況 

以下では、指標項目と令和７年度までにめざすべき環境水準、そして、調査時

（令和２年度）の状況について示します。 

 

 

表 3-1-2-1 令和７年度までにめざすべき環境水準 

＜自然環境＞ 

指標項目 めざすべき環境水準 調査時の値 

間伐面積（累計） ３４９ha以上の間伐面積を目指します ２６３ha 

お清水等の保全数 
福井のおいしい水市内５カ所を保全します。 

（榎、許佐羅江、刀那、桃源、三場坂の各清水） 
５箇所 

特別栽培米の作付面積 ９０ha以上の作付面積を維持します。 ４２ha 

ビオトープ数 市内６箇所以上確保し、環境学習に活用します。 ６箇所 

生物調査箇所数 
毎年１回以上行い、調査箇所数を増やします。 

（自然環境グループや市民団体の行う調査を含む） 
１６箇所（累計） 
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＜生活環境＞ 

指標項目 めざすべき環境水準 調査時の値 

大気汚染監視 
全ての項目で環境基準以下を達成し、そ

の状態を維持します。 

９５％ 

（全２２項目中、２０項目達成） 

地下水水質監視 
全ての地点で環境基準以下を達成し、そ

の状態を維持します。 

８９％ 

（全４６地点中、４１で地点達成） 

河川水質監視 
全ての地点のＢＯＤ値が環境基準以下を

達成し、その状態を維持します。 

９３％ 

（全１４地点中、１３地点で達成） 

道路交通騒音監視 
全ての地点で環境基準以下を達成し、そ

の状態を維持します。 

１００％ 

（全地点で達成） 

道路交通振動監視 
全ての地点で要請限度以下を達成し、そ

の状態を維持します。 

１００％ 

（全地点で達成） 

 

＜資源循環＞ 

指標項目 めざすべき環境水準 調査時の値 

ごみ 1人 1日あたりの排出量 1日 1人あたり８００ｇ以下を目指します。 ９４２ｇ 

燃やすごみに占める生ごみの割合 
３０％以下を目指します。 

（重量比） 
２７．９％ 

ごみの資源化率 
１７％以上を目指します。 

（重量比） 
１１．８％ 

 

＜地球環境＞ 

指標項目 めざすべき環境水準 調査時の値 

公用車の EV・ハイブリッド車数 年１台の追加を目指します。 ９台 

福井鉄道福武線鯖江市内駅利用者数 ５０万人以上を目指します。 ３７．３万人 

つつじバス利用者数 １７万人以上を目指します。 １０．１万人 

広葉樹の植樹 

市民参加による毎年１回以上の植樹を行い、

森林へ新たに１０，０００本の広葉樹を根付

します。 

２，０００本 

（年間） 

２８，６６０本 

(累計) 

市施設エネルギー使用量 
エネルギー使用量を毎年２％ずつ削減しま

す。 

３３５ｋｌ 

６．２％減 

（２００９年度比） 
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＜市民協働＞ 

※新型コロナウイルス感染拡大のため中止 

 

＜環境学習＞ 

指標項目 めざすべき環境水準 調査時の値 

こどもエコクラブ数 全１２小学校での取組み 
１２校 

（２０クラブ） 

鯖江市環境教育支援センター

（エコネットさばえ）来館者数 
３，０００人以上 ２，８３７人／年 

環境講座等参加者数 ５，０００人以上 ４，７００人／年 

 

 

３ 環境まちづくり委員会 

環境基本計画推進のための市民活動組織として「環境まちづくり委員会」が平成１２

年６月に設置され、「さばえ環境フェア」の企画、運営支援や市民・企業を対象とした

各種講座の開催等の環境学習・啓発活動を市と協働で行うなど、計画の推進母体として

の機能を果たしています。 

現在は、「自然環境・地球環境」、「生活環境・資源循環」の２つのワーキンググ

ループに分かれて活動をしています。 

《構成》（任期：３年） 

◆市 民：一般公募者  ◆市民団体：本委員会に登録した市民団体の代表者 

 ◆事 業 者：事業所代表者 ◆市(行政)：市職員等 

《役割》 

  ◆環境基本計画の推進（年度目標および年度計画の策定等） 

  ◆意識啓発、広報(情報提供)活動の推進 

  ◆「環境に関するイベント」の企画、運営支援 

  ◆市民団体とのネットワークによる情報交換、活動推進 

 

指標項目 めざすべき環境水準 調査時の値 

全市的なイベントの開催 年１回以上の開催を継続します。 未実施※ 

河川一斉清掃参加者数 年間８，０００人以上の参加を継続します。 約８，５００人 

道路・河川里親の登録数 活動団体の１９団体を維持します。 １９団体 

公園里親の登録数 ９９団体以上の登録を目指します。 ９４団体 


